
神戸大学の教育推進に関するＦＤガイドライン 

 

 

全学評価・ＦＤ委員会決定 

平成２３年 ５月１９日 

 

神戸大学において「教育憲章」及び「学位授与に関する方針」に掲げた教育目標を達成し，教

育の質の更なる向上を図るため，全学及び各部局において教育推進に関わる組織的なＦＤを実

施・推進すべくＦＤガイドラインを定める。 

 

 １．定義 

組織的なＦＤとは，教育に携わる教員の教育・研究指導能力の向上を図り，授業及び研究

指導の内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組を指すものとし，教育課程の見直

しや教育内容・方法の改善といった広く教育の充実・改善に繋がる組織的な取組も含める。 

 

 ２．趣旨 

    ＦＤの趣旨は，全学及び各部局における教育目標を達成するため，教育成果について組織

的な点検・評価を行い，その結果を分析・共有・蓄積し，改善策を立案・実施することで，

教員の教育・研究指導能力の向上及び教育課程や教育内容・方法の充実・改善に繋げて，教

育の質を更に向上させることである。 

 

 ３．実施内容 

（１）ＦＤカレンダーの作成 

    ＦＤカレンダーを導入し，ＦＤに関する情報共有を全学的に行うことで，全学的な教育の

質向上のための取組を推進する。 

 

（２）授業及び研究指導の内容・方法の改善のための研修等の実施 

ピアレビュー（授業参観）や各種アンケートの調査結果等から教育力及び教育成果を検討

して改善方策を立案し，それに基づいて研修会や講演会等を開催することで教育内容・方法

の充実・改善に繋げる取組を実施する。 

＜例＞ 

   ・教育改革に関する講演会等の開催 

・ピアレビュー（授業参観）及びそれを踏まえた検討会・懇談会の開催 

・学生授業評価アンケートの部局単位での分析及びそれを踏まえた検討会の開催 

   ・カリキュラム，教育システム，施設設備の改善のための各種委員会活動 

   ・教育・研究指導能力の向上を目的とした講演会，研修会，ワークショップ等の開催  

   ・教育補助者（ＴＡ等）の能力向上のための研修会等の実施 

 

（３）新任教員に対する研修の実施 

  新規に採用された教員に対し，本学のビジョン・歴史，構成員としての倫理・使命，教育

実践・学生支援のための基礎的知識・技術等を身につけるための研修を実施する。 

 

 ４．実施にあたっての留意事項 

ＦＤの実施にあたっては，実施した内容が教育内容・方法の充実・改善に繋がったかどう

かを検討し，その結果に基づき，取組内容の改善を図り，検討結果と改善方策を組織的に共

有・蓄積して継続的な改善に繋がるよう留意する。 


